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これから述べること
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総論（判断枠組み）

八ツ場ダム治水負担金の問題点

「著しく利益を受ける」か

「受益の限度において」
か

各論（河川法６３条１項該
当性）

ダム事業の基本計画、河
川整備計画、河川整備
基本方針の瑕疵



栃木県の負担割合に関する原判
決の結論

国土交通大臣が想定氾濫区域をもとに、
栃木県は八ツ場ダムによる洪水調節に
よって約２４平方キロメートルに及ぶ浸
水被害が防止できることを理由に「著し
い利益を受ける」、として栃木県の負担
割合を定めたことに不合理はない。
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原判決の理由

 負担割合の算定は「想定氾濫区域図」（乙６４）に
よるべきであり、「浸水想定区域図」（甲B６３）を根
拠とするべきではない。

 甲B６３は洪水パターンで浸水区域が変化する
が、乙６４は利根川の計画高水位より地盤の高さ
が低いの区域であり、多様な洪水パターンにより
変化せず、各都県に共通して使用できる。

 カスリーン台風時の旧藤岡町の洪水被害の大部
分が渡良瀬遊水池の氾濫によるものであるとの
調査結果を考慮した。→一部分は利根川の氾濫
によると認定したことになる。 4



「想定氾濫区域図」（乙６４）
１９８０年作成
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栃木県の受益地は足利市がほとんど。

原判決が合理的と認
定した地図



浸水想定区域図（甲B６３）
（２００５年作成、水防法１４条に基づく防災地図）

足利市、佐野市が浸水しない。

原判決が根拠
にならないとし
た地図



原判決の誤り

① 地理的な特殊事情（栃木県と利根川の位置
関係）を考慮していない。むしろ、利根川の
氾濫が栃木県に及んだと事実誤認してい
る。

② ダムなし、ダムあり、の比較で「著し」い利益
を認定していない。

③ 「想定氾濫区域図」（乙６４）は、特に重要な
水系を指定するための図であり、河川法６
３条の負担金の根拠とすることは誤り。

④ 判決後、国が費用対効果分析において栃
木県が著しく利益を受けないことを証明し
た。
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①地理的な特殊事情（栃木県と利根川
の位置関係）を考慮していない。むしろ、
利根川の氾濫が栃木県に及んだと事

実誤認している



栃木県は八ツ場ダムの恩恵を受けない

利根川

貫流していない

接してもいない

最も近いところでも
５kmは離れており、歴
史上浸水していない。

利根川が

利根川に

カスリーン台風時も旧藤岡
町の浸水は利根川の氾濫
によるものではなかった。
（控訴人伊藤の調査結果）

栃木県が著しく利益を受
けることは、およそ想定
できない。



原判決は旧藤岡町の被害に「その大
部分が」という限定を付けた

（原判決）

「カスリーン台風の時の藤岡町洪水被
害についてその大部分が渡良瀬遊水
池の氾濫によるものとの（控訴人伊藤
の）調査結果があることを考慮しても」
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• 原判決は、旧藤岡町の洪水被害のうち「一部分」に
ついては、渡良瀬遊水池の氾濫によるものではな
いと言っている。

• では、どこの氾濫によるものかについて、原判決は
明言していない。

• しかし、周辺に大洪水をもたらす河川は利根川と渡
良瀬川しかない。

• 渡良瀬遊水池の氾濫によるものではないとする以
上、利根川の氾濫によるものという意味になる。
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「その大部分が」は、「一部分は利根川の氾濫に
よるもの」という意味になる



控訴人伊藤は「大部分」とは言っていない

（控訴人伊藤武晴の証言）

「カスリーン台風のときの洪水は、利根
川に向かって周辺の水がすべて集中し
て流れているので、利根川の水が藤岡
町の方向に向かって流れていたという
ことではないということが史料上分かり
ました」（本人調書３１）
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カスリーン台風時の洪水流の進入方向は史実とし
て記録されている
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破堤地点破堤地点

伊藤本人調書
末尾資料（板倉
町史から）



原審は証拠に基づかずに事実を認定した

• 被控訴人からも利根川の氾濫が栃木県に
到達したという証拠は一切提出されていな
い。

• したがって、原審は、伊藤証言を曲解し、カ
スリーン台風時に利根川の氾濫が栃木県に
到達した事実を証拠に基づかずに認定し
た。

• 利根川の氾濫が栃木県に及んだ史実の有
無は、著しい受益を判断する上で重要な要
素なので、原判決の誤認は看過できない誤
りである。
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②「ダムなし」、「ダムあり」の比較で
認定しない方法論の誤り



受益者負担金は現実の利益の存
在が大前提

 「受益者負担」とは、特定の公共事業に必
要な経費に充てるため、その事業により特
別の利益を受ける者に、その利益を受ける
限度において負担させるもの

 河川管理の費用負担の体系（河川法６３条
１項は例外規定）

潜在的な可能性としての利益では足りず、現実
かつ具体的な著しい利益の存在が必要！



ダム事業における著しい利益の有
無の把握方法

 ダム事業の場合、著しいの利益の有
無は、「ダムなし」「ダムあり」の比較
でしか把握できない。

 「ダムなし」の１枚の図面だけで著し
い利益を認定することは不可能。

 東京高裁の大竹判決（２０１３．３．２
９）も「ダムなし」「ダムあり」の比較で
著しい利益を把握しようとした。
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国の把握方法には
重大・明白な瑕疵がある

「ダムなし」、「ダムあり」の比較で著しい
利益を把握しようとしない国の方法論に
は重大・明白な瑕疵がある。
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原判決もダムなしの被害想定図だけで
著しい利益を認定したことは事実誤認

原判決も乙６４の図を根拠に「栃木県は八
ツ場ダムによる洪水調節によって約２４平
方キロメートルに及ぶ浸水被害が防止で
きる」と指摘しただけで、負担割合の決定
過程に不合理はないと認定したことには、
重大な事実誤認がある。
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③「想定氾濫区域図」（乙６４）は、特に重要
な水系を指定するための図であり、河川
法６３条の負担金の根拠とすることは誤

り。
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国が負担割合の算出に「想定氾濫区
域図」乙６４を用いた理由

（関東地方整備局による２００８年調査嘱
託回答）

① 「想定氾濫区域」が河川法施行規則１
条の２に定義され、河川審議会中間答
申（１９９９年）が具体的に定義している。

② 様々な洪水パターンにより変化しない。

③ 各都県共通の指標になる。
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「想定氾濫区域」の
河川法施行規則上の定義

二 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむ
ね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系
又は勾配が急である等の理由により管理が困難な
河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん
濫区域（洪水、津波、高潮その他の天然現象による
河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をい
う。以下同じ。）の面積がおおむね百平方キロメート
ル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十
万人以上であるもの
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河川法施行規則１条の２第２号



「想定氾濫区域」の河川審議会中間答申に
よる定義

河川審議会中間答申（１９９９年８月５日）
Ⅲ 一級水系指定等の考え方及び基準
１．一級水系
イー１）

「洪水時の河川の水位（計画高水位）より
地盤の高さが低い沿川の地域等河川から
の洪水氾濫によって浸水する可能性が潜
在的にある区域（以下「想定氾濫区域」と
いう。）内の人口が概ね１０万人以上」
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「想定氾濫区域図」（乙６４）は特に重要な水系＝
一級水系を指定するための図

（国土保全上又は国民経済上特に重要な水
系を指定する政令の制定又は改廃の立案の
基準）

第一条の二 国土交通大臣は、法第四 条
第一項 の政令の制定又は改廃については、
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系
であつて、次の各号のいずれかに該当するも
のが当該政令で指定されるようその立案を行
うものとする。
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河川法施行規則１条の２



「想定氾濫区域図」（乙６４）が「ダムなし」の
被害を表すとしても、負担割合の根拠とな

らない理由

1) 河川法６３条と河川法施行規則１条の２
は、規定の目的が異なる。

2) 受益者負担金の根拠となる著しい利益は、
現実に存在しなければならないことが大前
提であるところ、乙６４は、浸水の潜在的可
能性を示すにすぎない。
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④国が費用対効果分析において栃木県
が著しく利益を受けないことを証明した。
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甲B１８８

国が八ツ場ダムの費用対効果の計算を行った



被害額の算出

「被害額は、代表8洪水それぞれで八ッ場
ダム建設事業を

実施した場合と

実施しない場合

における氾濫計算を各流量規模ごとに実
施し、その氾濫計算により得られた浸水深
と各ブロックごとの資産等からマニュアル
に基づき算出している。 」（９頁）
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氾濫ブロックの設定

旧藤岡町旧藤岡町



氾濫ブロックごと、８洪水ごと、流量規模ごと、
ダムの有無ごとに浸水区域図を作成する
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費用対効果分析に用いる浸水区域図の一例



メッシュごとに資産額に最高浸水深に応じた被害率
を乗じて被害額を算出

• 対象地域に計算メッ
シュをかける。（原則２
５０m四方。八ツ場ダム
では５００m四方）

• １メッシュ内の資産の
種類と価値を把握して
おく。

• 想定氾濫を起こす。
• メッシュごとに資産額に
浸水深ごとの被害率を
乗じる。



被害の軽減率を定量的に見てみる
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被害額の軽減率

代表８洪水平均

八ツ場ダムなし

八ツ場ダムあり

Aブロック

Aブロック

３．０２兆円／３．１７兆円＝０．９５４

被害軽減率が５％未満では、著しく利益があるとは言えない！



カスリーン台風時の洪水で
１／２００流量規模の

Aブロックの
浸水区域図を見てみる
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梶原意見書末尾資料から
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拡大しても「ダムなし」、「ダムあり」で被
害（面積、浸水深）に差はない

渡
良
瀬
遊
水
地

渡
良
瀬
遊
水
地

鉄道

カスリーン台風が再来しても栃木県が著しく利益を受けることがないことを国
が証明した！



「著しく利益を受ける」「受益の限度におい
て」に関する原判決の誤りのまとめ

① 地理的な特殊事情（栃木県と利根川の位置
関係）を考慮していない。むしろ、利根川の
氾濫が栃木県に及んだと事実誤認してい
る。

② 「ダムあり」「ダムなし」の比較で「著し」い利
益を認定していない。「受益の限度」につい
ては判断を脱漏している。

③ 「想定氾濫区域図」（乙６４）は、特に重要な
水系を指定するための図であり、河川法６
３条への流用は誤り。

④ 判決後、国が費用対効果分析を行い、栃木
県が著しく利益を受けないことを証明した。
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終わり
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